
〇 役員名簿
部会長 高嶺 清二（宮崎県木連）
副〃 鈴木 裕一（福島県木連）
副〃 角 秀敏 （全木連） 事務局
役 員 西村 新作（西村株式会社）
〃 広中 京一郎（中国木材株式会社）
〃 安田 悟（双日北海道吉本株式会社）

ワーキンググループ（→役員会）
・試験実施機関としての認定に向けて、試験制度の枠組
（評価試験案作成(学科/実技)、採点基準の作成）等を検討
・１月の設立総会での了解を経て、７月にワーキンググ
ループの主なメンバーは外国人技能実習部会の役員に選任
・外国人技能実習部会への入会の承認は役員会で実施

 技能実習評価試験実施に向けての検討状況

全国木材組合連合会が技能実習評価試験の実施機関として体制を整備し、厚生労働省・外国人技能実習機構
による認定に向けて申請準備を進めているところ

外国人技能実習部会
・令和２年１月２７日に設立総会を開催し、全木連に部会
を設立
・令和２年４月以降、各県木連等を通じて入会希望を募っ
ているところ。令和２年８月末で一旦入会受付を停止し、
当初会員を確定する予定。

技能実習評価試験委員会
• 試験の範囲及び試験基準(案)の作成
• 試験問題(案)及び採点基準(案)の作成

• 試験の準備
• 試験の監督及び採点
• 試験の合否判定及び結果を評価委員会へ報告

試験監督者

技能実習評価委員会

• 試験の範囲及び試験基準の審査・決定
• 学科及び実技試験の合否の判定結果の報告
• その他試験の運営、実施に関する事項

• 技能評価に係る諸業務の実施
• 各委員会業務の補佐

事務局

• 技能実習評価試験制度の執行

部会長 / 役員会

認定後の運営体制

〇 入会希望の状況（６月１８日現在）

全国 正会員３９社 賛助会員１０社

＊都道府県別状況は資料２参照

＊技能実習評価試験の
実施は都道府県木連との
連携を想定



申請者「全木連」
前提条件：送出国要望書の取付け（２か国以上の政府機関等）

ワーキンググループ（役員会）
• 技能工程の確認
• 評価試験案作成(学科＋実技)等

外国人技能実習部会
• 試験実施体制の整備
• 組織・規則の整備

製材業界

林野庁

外国人実習機構
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有識者ヒアリング
大学、森林総研、関係団体
等の学識経験者

技能実習評価試験認
定申請書（約24種）

の書類作成

評価試験の認定
審査基準の決定
施行規則の改正

専門家会議 ※厚労省が参集、3回程度実施
出席者：専門家、厚労省、林野庁、機構担当者、申請者

1回目 業界の概要、職種の概要、海外のニーズ、試験案の概要、認定基準
↓厚労省によりパブコメ

2回目 審査基準案、試験基準、実技試験概要、試験実施機関の体制案
↓試行試験（実習機構立ち合い）

3回目 実技試験概要、試行試験の概要・結果、審査基準案、試験基準案

 技能実習評価試験認定に向けての今後の対応

③提出

①説明/相談

②出席/説明 ②結果反映

①報告/相談

④

＊令和２年７月末
現在、②の専門家
会議に向けて、①の
外国人技能実習機構
へ説明・相談中。



 （参考）外国人技能実習制度とは

• 国際貢献として、開発途上国等の外国人を日本でOJTを通じて技能等の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」
に協力する。厚労省と法務省の共管制度。

• 在留資格を技能実習1号→2号→3号に移行できる職種は、2019年11月現在以下の通り。
2号移行職種：81職種124作業、3号移行職種：74職種130作業
※移行職種に、製材、合板、集成材製造等、木材産業に直接関係する職種はない。

送出機関

送出し国（現地） 日本（受入国）

監理団体
受入れ企業
（実習実施者）

契約

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

実習
(企業による雇用)

講習2か月
(監理団体)

実習
（企業による雇用）

一時帰国
(1か月以上)

初級試験
実技+学科

専門級試験
実技

上級試験
実技

技能実習1号
（職種なし）

技能実習2号
（職種・作業）

技能実習3号
（職種・作業）

<在留資格>

申込み

指導・支援

応募/選考
/決定

監理団体：実習実施者からの申し込みにより、現地
送出し機関とやり取りし、人材の確保、実習生と企
業の間に入って、実習の実施、生活等を含めた指
導・支援、実習生の在留関係の事務等の監理をして
いる団体。(2020.1末現在、一般監理団体1428社)

送出機関：実習生になりたい現地の
人材を日本の監理団体に取り次ぐ機
関。現地の政府により推薦・認定さ
れている。例）ベトナム350社

技能実習の対象となる技能とは：

①単純作業でないこと
同一作業の反復で習得できるものではダメ。

②送出し国の実習ニーズに合致すること
現地で習得が困難である技能であり、帰国後習得し
た技能を要する業務に従事予定であること。

③実習の成果が評価できる公的評価ｼｽﾃﾑがあること

当該職種・作業に係る技能検定または技能実習評
価試験(実習を受けたことで、技能を身に着けたか
どうかを確認するための検定)が整備されていること。

雇用
入国

外国人技
能実習生

技能実習内容が2号移
行職種として認定され
ていないとこれ以上在
留できない！


